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財

務

省

○
農
林
水
産
省
告
示
第
一
号

経
済
産
業
省

緊
急
特
恵
停
止
措
置
の
運
用
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

尾
身

幸
次

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

緊
急
特
恵
停
止
措
置
（
エ
ス
ケ
ー
プ
・
ク
ロ
ー
ズ
）
の
運
用
基
準
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

一

基
本
的
方
針

㈠

緊
急
特
恵
停
止
措
置
の
発
動
に
つ
い
て
は
、
産
業
所
管
省
の
要
請
に
応
じ
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
上
で
発
動
の

要
否
を
判
断
す
る
。

㈡

一
般
特
恵
税
率
の
適
用
に
よ
る
特
恵
受
益
国
・
地
域
（
後
発
開
発
途
上
国
（
以
下
「
Ｌ
Ｄ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
を

除
く
。
）
か
ら
の
輸
入
増
加
に
対
し
て
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
（
一
般
特
恵
停
止
措
置
）
に
よ
り
対
処
し
、
Ｌ
Ｄ
Ｃ
特
恵
税
率
の
適
用
に
よ
る
Ｌ
Ｄ

Ｃ
か
ら
の
輸
入
増
加
に
対
し
て
は
、
同
法
第
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
（
Ｌ
Ｄ
Ｃ
特
恵
停
止
措
置
）
に
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よ
り
対
処
す
る
。
一
般
特
恵
と
Ｌ
Ｄ
Ｃ
特
恵
の
両
者
が
相
ま
っ
て
国
内
産
業
に
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
な
場
合

は
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
同
時
に
発
動
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。

㈢

緊
急
特
恵
停
止
措
置
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
と
同
様
、
緊
急
的
な
関
税
引
上
げ
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
は
国
際
協
定
及
び
国
内
法
に
基
づ
き
、
一
般
税
率
を
超
え
て
関
税
率
を
引
き
上
げ
る
措
置
で
あ
る

の
に
対
し
、
緊
急
特
恵
停
止
措
置
は
、
国
内
法
に
基
づ
き
、
特
恵
税
率
を
一
般
税
率
に
戻
す
に
止
ま
る
措
置
で
あ

る
こ
と
等
の
相
違
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

二

調
査
に
係
る
指
針

㈠

調
査
の
開
始

産
業
所
管
省
は
、
特
恵
対
象
物
品
に
つ
い
て
、

イ

直
近
の
貿
易
統
計
等
か
ら
、
特
恵
受
益
国
・
地
域
か
ら
の
輸
入
が
急
増
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

ロ

国
内
の
販
売
価
格
、
生
産
状
況
、
販
売
状
況
等
か
ら
、
当
該
物
品
又
は
直
接
競
合
す
る
物
品
を
生
産
す
る
国

内
産
業
の
損
害
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

ハ

当
該
物
品
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
総
輸
入
額
に
占
め
る
特
恵
受
益
国
・
地
域
か
ら
の
輸
入
シ
ェ
ア
が
十
分
に

高
い
、
又
は
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と

等
の
状
況
に
鑑
み
、
特
恵
停
止
措
置
に
係
る
調
査
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
は
、
当
該
物
品
の
貿
易
状
況
、
国
内

の
販
売
価
格
、
生
産
状
況
及
び
販
売
状
況
に
関
す
る
資
料
等
そ
の
判
断
の
根
拠
と
な
る
資
料
及
び
調
査
を
迅
速
に
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実
施
す
る
観
点
か
ら
可
能
で
あ
れ
ば
、
調
査
決
定
後
に
意
見
・
情
報
の
提
供
又
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
可
能
で
あ
る
対

象
物
品
又
は
そ
れ
と
競
合
す
る
物
品
の
主
要
な
生
産
者
、
輸
入
者
、
利
用
者
及
び
消
費
者
等
（
又
は
こ
れ
ら
の
団

体
）
の
リ
ス
ト
を
提
供
し
た
上
で
、
調
査
開
始
を
財
務
省
に
要
請
す
る
。
財
務
省
は
、
調
査
開
始
要
請
の
検
討
結

果
を
、
速
や
か
に
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
調
査
が
不
適
当
と
の
結
論
を
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由

も
あ
わ
せ
て
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。
調
査
の
開
始
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
財
務
省
は
産
業
所
管
省
と

協
力
し
、
調
査
を
開
始
す
る
。

調
査
の
対
象
物
品
は
、
原
則
と
し
て
輸
入
統
計
品
目
表
上
の
細
分
に
よ
り
指
定
す
る
が
、
事
例
に
応
じ
、
当
該

物
品
の
輸
入
が
国
内
産
業
に
与
え
る
影
響
を
判
断
す
る
た
め
に
よ
り
適
当
な
方
法
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

㈡

調
査
の
開
始
の
公
表

調
査
を
開
始
し
た
場
合
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
項
を
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
す
る
。

イ

調
査
の
開
始

ロ

調
査
の
対
象
物
品
及
び
そ
の
主
な
輸
入
国

ハ

左
記
㈢
の
意
見
・
情
報
の
提
出
方
法

㈢

調
査
の
方
法

調
査
に
際
し
て
は
、
入
手
可
能
な
統
計
資
料
を
分
析
す
る
ほ
か
、
対
象
物
品
又
は
そ
れ
と
競
合
す
る
物
品
の
主

要
な
生
産
者
、
輸
入
者
、
利
用
者
及
び
消
費
者
等
（
又
は
こ
れ
ら
の
団
体
）
に
意
見
・
情
報
の
提
供
を
求
め
る
。
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ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
者
・
団
体
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
。

㈣

調
査
の
終
了

調
査
は
、
調
査
の
開
始
を
公
表
し
た
後
、
原
則
と
し
て
二
箇
月
以
内
、
最
長
で
も
三
箇
月
以
内
に
終
了
し
、
結

論
を
出
す
。

調
査
が
終
了
し
た
場
合
、
以
下
の
よ
う
な
事
項
を
速
や
か
に
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
す
る
。

イ

調
査
の
結
論
及
び
そ
の
理
由
の
概
要

ロ

緊
急
特
恵
停
止
措
置
を
発
動
す
る
場
合
、
そ
の
対
象
物
品
・
対
象
国

ハ

緊
急
特
恵
停
止
措
置
を
発
動
す
る
場
合
、
そ
の
施
行
時
期
及
び
発
動
期
間
の
見
込
み

三

発
動
に
係
る
指
針

㈠

発
動
要
件
の
判
断
基
準

イ

輸
入
の
増
加

一
般
特
恵
停
止
措
置
に
つ
い
て
は
、

一
般
特
恵
適
用
輸
入
の
増
加

(ｲ)

一
般
特
恵
適
用
輸
入
の
国
内
市
場
占
拠
率
の
増
加

(ﾛ)を
併
せ
て
勘
案
す
る
。

Ｌ
Ｄ
Ｃ
特
恵
停
止
措
置
に
つ
い
て
は
、
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Ｌ
Ｄ
Ｃ
特
恵
適
用
輸
入
の
増
加

(ﾊ)

Ｌ
Ｄ
Ｃ
特
恵
適
用
輸
入
の
国
内
市
場
占
拠
率
の
増
加

(ﾆ)を
併
せ
て
勘
案
す
る
。

一
般
特
恵
輸
入
の
増
加
と
Ｌ
Ｄ
Ｃ
特
恵
輸
入
の
増
加
は
区
別
し
て
評
価
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
必
要

に
応
じ
、
両
者
を
併
せ
て
、
総
合
的
に
そ
の
増
加
を
判
断
す
る
。

ロ

国
内
産
業
の
損
害

以
下
の
よ
う
な
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
。

輸
入
品
及
び
国
産
品
の
販
売
価
格

(ｲ)

そ
の
際
、
例
え
ば
、
輸
入
急
増
前
後
の
輸
入
品
価
格
と
国
産
品
価
格
の
変
化
を
検
討
す
る
。

国
内
産
業
の
生
産
に
関
す
る
状
況

(ﾛ)

そ
の
際
、
例
え
ば
、
国
内
に
お
け
る
当
該
産
品
に
係
る
販
売
量
・
販
売
額
、
生
産
量
・
生
産
額
、
生
産
性

、
操
業
度
、
損
益
及
び
雇
用
に
つ
い
て
の
水
準
の
変
化
等
の
指
標
を
検
討
す
る
。

ハ

特
恵
適
用
輸
入
と
国
内
産
業
の
損
害
と
の
因
果
関
係

以
下
の
よ
う
な
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
。

一
般
特
恵
適
用
輸
入
と
Ｌ
Ｄ
Ｃ
特
恵
適
用
輸
入
の
そ
れ
ぞ
れ
が
国
内
産
業
に
及
ぼ
す
影
響
（
必
要
に
応
じ

(ｲ)
、
両
者
相
ま
っ
て
国
内
産
業
に
及
ぼ
す
影
響
）
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特
に
、
特
恵
適
用
輸
入
の
増
加
に
よ
り
、
国
産
品
価
格
が
、
国
内
産
業
の
再
生
産
が
可
能
な
水
準
を
下
回

り
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
見
込
ま
れ
、
若
し
く
は
そ
の
他
適
切
な
指
標
に
鑑
み
影
響
が
生
じ
又
は
そ
の
お
そ
れ

が
見
込
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

特
恵
適
用
輸
入
以
外
の
輸
入
の
影
響

(ﾛ)

そ
の
他
、
国
内
産
業
の
損
害
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
要
因

(ﾊ)

特
に
、
国
産
品
の
供
給
過
剰
等
の
要
因
が
見
受
け
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

以
上
の
事
項
に
関
す
る
調
査
の
結
果
、
そ
の
対
象
と
な
る
物
品
に
つ
い
て
、

ニ

特
恵
適
用
輸
入
が
増
加
し
て
い
る
こ
と

ホ

当
該
物
品
又
は
直
接
競
合
す
る
物
品
を
生
産
す
る
国
内
産
業
に
損
害
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と

ヘ

ホ
の
状
況
が
、
ニ
の
影
響
に
よ
り
生
じ
て
い
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
特
恵
停
止
措
置
を
発
動
す
べ
く
、
速
や
か
に
政
令
制
定
作
業
を
進
め
る
。

㈡

発
動
期
間

措
置
の
発
動
期
間
は
、
原
則
と
し
て
六
箇
月
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
発
動
後
の
輸
入
動
向
、
国
内
産
業
の
状

況
等
に
鑑
み
、
延
長
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
当
初
の
発
動
期
間
と
合
わ
せ
て
、
最
長
一
年
以
内
の
範
囲

で
延
長
で
き
る
。

㈢

関
税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
へ
の
報
告



- -7

調
査
及
び
措
置
の
発
動
に
係
る
状
況
は
、
調
査
開
始
後
又
は
措
置
の
発
動
後
、
最
初
に
開
催
さ
れ
る
関
税
・
外

国
為
替
等
審
議
会
に
お
い
て
報
告
す
る
。


